
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
第
二
条
の

規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
授
業
料
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
以
前
の
授
業
料
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
改
正
）

３

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第

五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
一

条
　
　
　
例

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
二
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一

項
中
「
授
業
料
」
を
「
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
授
業
料
及
び
県
立
特
別
支
援
学
校
の
授
業

料
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
は
、
当
該
県
立
高
等
学
校
に
在
学
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

一

高
等
学
校
等
（
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等

（
修
業
年
限
が
三
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。）
を
い
う
。）
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者

二

一
の
県
立
高
等
学
校
（
専
攻
科
を
除
く
。）
に
在
学
し
た
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
在
学
期
間
」

と
い
う
。）
が
規
則
で
定
め
る
基
準
修
業
年
限
を
超
え
る
者

三
　
専
攻
科
に
在
学
す
る
者

四

科
目
履
修
生
（
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第
六
号
）
第
九
条
に

規
定
す
る
科
目
履
修
生
を
い
う
。）

２

在
学
期
間
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
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号
　
　
平
成
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十
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年
四
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一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
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円
（
郵
送
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を
含
む
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